
人吉市立第二中学校 いじめ防止基本方針

１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向

（１）いじめの防止等の対策に関する基本理念

いじめは、全ての生徒に関する問題である。

いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組む

ことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指し

て行わなければならない。

そのためには、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら見過ごすことがない

よう、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であること

を全ての生徒が十分に理解し、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにす

ることが必要である。また、いじめを解決していくプロセスの中で、そこに関わる生徒等の

人間的な成長を期して行わなければならない。

加えて、いじめ防止等の対策は、いじめられた生徒の生命・心身を保護することが特に重

要であることを認識しつつ、国、県、市、学校、地域、家庭その他の関係者が連携し、いじ

めの問題を克服することを目指して行わなければならない。

（２）いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条）

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身

の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

・パソコンやスマートフォン・携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

（３）いじめの理解

いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、いやがらせ

やいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら、被害も加害

も経験する。「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中

的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生

じさせうる。加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級やその他の所属

集団の構成上、はやし立てたり面白がったりする「観衆」や、周辺で暗黙の了解を与えてい

る「傍観者」、さらには「無関心な者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しな

い雰囲気を醸成しなければならない。

２ いじめ防止等に関する基本的な考え

（１）いじめの未然防止

いじめは、どの学校でも、どの生徒にも起こりうることから、いじめの問題を根本的に克

服するためには、いじめの未然防止が重要であり、全ての生徒をいじめに向かわせることな



く、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつ

くることを目指して、関係者が一体となって継続的に取り組む必要がある。

その実現のためには、学校での教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許さ

れない」ことを単なるスローガンとしてではなく、実生活における行動として身につけさせ

ることが必要である。その際には、生徒の豊かな情操や道徳心を醸成し、自分の存在と他人

の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度を育成し、心の通う人間関係を構築

する力を養成することが重要である。

また、いじめの背景にはストレス等の心理的な要因もあることから、その解消・改善を図

るなど、ストレスに適切に対処できる力を育むことも忘れてはならない。

学校にかかわる大人たちが一体となって、全ての生徒が毎日の生活において安心して過ご

し、自己有用感や充実感を感じられるような働きかけをすることも、いじめの未然防止に結

びつくはずである。

さらに、学校におけるいじめの問題は社会全体で対応することが重要であることから、市

民全体がいじめにかかわる取組の重要性について認識し、地域、家庭と一体となって取り組

んでいけるような普及啓発が必要である。

（２）いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、生徒の

小さな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは本人の目に付きにく

い時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付き

にくく判断しにくい形で行われることを認識し、些細な兆候であっても、いじめではないか

との疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりするこ

となく積極的にいじめを認知することが重要である。

いじめの早期発見のため、学校は教育委員会と連携して、定期的なアンケート調査や教育

相談の実施、電話相談窓口の周知等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるととも

に、地域・家庭と連携して常に生徒のわずかなサインも見逃さないようにすることが必要で

ある。

（３）いじめへの対処

学校は、いじめがあることを認知した場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせ

てきた生徒の安全を確保し、いじめたとされる生徒に対して事情を確認した上で適切に指導

することが必要である。また、家庭への連絡や教育委員会への相談のほか、事案に応じて関

係機関と連携することが必要である。

このため、教職員は日頃からいじめを把握した場合の対処について理解を深めておかなけ

ればならない。とりわけ、いじめたとされる生徒からの事実確認等は、その立場や状況を十

分に配慮しながら慎重に行う必要があることから、対人関係スキルを身につけるための研修

等を実施し、学校における組織的な対応を可能にする体制を整備していくことが重要になる。

（４）家庭や地域との連携

社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すためには、学校関係者と家庭・地域との連

携が欠かせない。こうした観点から、いじめの問題についても、ＰＴＡや地域の関係団体等

と学校関係者が協議する機会を設けたり、学校評議員会を活用したりするなど、多様で具体

的な対策が立てられ、それが有効に機能するよう取り組んでいかなければならない。

また、学校と家庭、地域が連携・協力して、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止

めることができる環境づくりを推進する必要がある。

（５）関係機関との連携

いじめの問題への対応においては、学校や教育委員会が、いじめる生徒に対して必要な教



育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な

場合などには、関係機関（警察、児童相談所、医療機関、地方法務局等の人権擁護機関等）

との適切な連携が必要である。

そのため、日頃から、学校や教育委員会と関係機関の担当者による連絡会議の開催など、

情報共有体制を構築しておくことが必要である。

３ いじめ防止等対策委員会の設置

（１）目的

法第22条に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等

に関する措置を実効的に行うため、常設の組織を設置する。

組織の名称は「人吉二中いじめ防止等対策委員会」とする。

（２）機能

・「本校の基本方針」について検討を行う。

・外部専門家から意見を聞き、学校の対応等に活用する。

・学校で把握したいじめに対して、組織的な対応を推進するとともに、その取組に対して

協議、調整、評価を行う。

・学校で把握した「いじめの重大事態」に対して、教育委員会と連携し対応する。

（３）構成等

本校の複数の教職員、心理に関する専門的な知識を有する者、その他必要に応じて、外部

専門家等で構成する。

・学校の管理職、生徒指導担当教員、学年主任、養護教諭、学級担任などで構成する。なお、

問題の状況等に対応して関係教職員などを参加させる。

・情報の窓口を一元化するために、情報の収集等に係る情報集約担当者（生徒指導主事）を

組織内に置く。

・必要に応じて心理や福祉の専門的な知識を有する者を構成員とし、より実効的ないじめ問

題の解決に資するとともに、いじめについての現状分析や、それを効果的に防止するため

の具体的で実践的な方策について検討する。

人吉二中いじめ防止等対策委員会

委員長（校長） 教育委員会

<校内委員> <校外・外部専門家委員>

教頭・主幹教諭 スクールカウンセラー

教務主任・生徒指導主事 スクールソーシャルワーカー

学年主任・養護教諭 人吉警察署生活安全課

【情報集約担当者：生徒指導主事】 子ども子育て相談員

主任児童委員・PTA会長

４ 学校における取組

（１）いじめ防止のための取組

① すべての教育活動を通じた道徳教育、人権教育及び体験活動等を充実させ、全ての生徒



に豊かな人間性や社会性を育む取組の充実を図るなど、いじめの未然防止に重点を置いた

総合的な対策を継続して推進する。

② 全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、学校において「いじめ

をしない」「いじめをさせない」「いじめに負けない」集団づくりを進める。また、自他の

意見や能力に相違があっても、お互いを認め合いながら建設的に調整し、解決する力や自

分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを見通して行動できる力等、生徒が円

滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。

③ いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その解消・改善を図るとともに、スト

レスに適切に対処できる力を育むことや、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を

感じられる学校生活づくりに努める。

④ 生徒会を中心として人権集会に取り組むとともに、「二中人権宣言」の内容を確認し、生

徒の中からいじめを許さないという気運を高める。

⑤ いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上のために、校内研修の

年間計画の中に、「生徒指導リーフ」等を活用した研修を位置づけ、いじめの防止に関する

教職員の資質向上を図る。

⑥ 教職員の不適切な認識や言動がいじめの発生を許し、いじめの深刻化を招く場合もある。

特に体罰については、暴力を許容するものであり、生徒の健全な育成と人格の形成を阻害

し、生徒を傷つけ、又は、他の生徒によるいじめを助長することもあることから、校内研

修（不祥事防止委員会等）により体罰禁止の徹底を図る。

⑦ 地域全体で地域を見守り、健やかな成長を促すためにPTAや学校運営協議会でいじめの

問題について協議する機会を設け、いじめを許さない地域風土づくりを行う。

⑧ SNS等でのいじめをなくすために家庭、地域と一体となって情報モラル教育や情報安全

指導の充実を図る。また、生徒及び保護者に対して携帯電話やスマホ等の危険性について

情報を提供するとともに、「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条」等の普及・

啓発を促進する。

（２）いじめの早期発見の取組

① いじめを早期に発見するために、月に一回の「生活アンケート」と年に一回「心のアン

ケート」を実施し、その結果をもとにした教育相談を行う。

② PTAや学級通信等で「熊本県２４時間子どもSOSダイヤル」等の相談機関の周知や各家

庭での「子どものサイン発見チェックリスト」の活用を促す。また、小さなことでも相談

できるような保護者との信頼関係を構築していく。

③ いじめ・不登校対策委員会や生徒指導部会で生徒の生活の様子等に関しての情報交換を

行い、いじめの未然防止を図る。

④ 教職員は、日常的に生徒の様子に目を配り、生活ノートや日記等を活用して交友関係や

悩みを把握する。また、ささいな兆候も見逃さず、「報告・連絡・相談」を密にして早期段

階から適切に当該生徒に寄り添っていく。

（３）いじめに対する措置

① いじめの疑いのある相談や訴えがあった場合には、その生徒の立場に立って、話を十分

に聴いたうえで可能な限り早急に対応する。また、いじめられた生徒やいじめを知らせて

きた生徒の安全を確保する。

② いじめ防止対策委員会が中心になり、いじめの事実の有無の確認を行う。また、家庭訪

問等により、その具体的内容を可能な限り迅速に保護者に伝える。

③ いじめられた生徒や保護者に寄り添い支える体制を整え、その対応にあたる。また、い

じめた生徒に対し、必要に応じて別室指導や出席停止の措置を活用して、いじめられた生

徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

④ いじめが犯罪行為、またはその疑いがあると認められるときは、警察へ相談し、諸問題



の解決を図る。また、いじめ防止対策委員会だけでなく、日頃からスクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーとの連携を密にし、積極的な連携を図る。

５ 重大事態への対処

（１）調査

ア 重大事態の意味について

いじめの防止対策推進法第２８条第１号の「生命・心身又は財産に重大な被害」につ

いては、以下に示す項目等、いじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。

① 生徒が自殺を企図した場合

② 身体に重大な傷害を負った場合

③ 金品等に重大な被害を被った場合

④ 精神性の疾患を発症した場合

いじめ防止対策推進法第２８条第２号（いじめにより当該学校に在籍する児童等が相

当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき）の「相当

の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、生徒が一定

期間、連続して欠席している場合には、上記目安にかかわらず、学校の判断により迅速

に調査に着手する。

イ 重大事態の報告、調査の趣旨及び調査主体について

学校は、重大事態が発生した場合、人吉市教育委員会を通じて市長へ事態発生につい

て報告するとともに、調査組織を設置し、速やかに調査等の措置を講ずる。

ウ 調査を行うための組織について

調査組織は、「いじめ不登校対策委員会」を母体として、当該重大事態の性質や態様に

応じて適切な専門家を加えることとする。

（２）調査結果の提供及び報告

ア いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

学校は、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報

を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、

いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。これらの情報の提供に当たっては、

他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮して、適切

に提供する。

イ 調査結果の報告

調査結果については、人吉市教育委員会を通じて市長に報告する。



６ いじめ防止年間指導計画

《学校教育目標》 志高く、自ら考え、行動・実践する生徒の育成

《いじめ防止指導目標》
①学校教育活動全体を通した指導 ②集団活動の推進と生徒自身の取組の支援
③教師と生徒・保護者との信頼関係の構築 ④生徒や保護者とふれあう時間の確保
⑤生徒同士の仲間意識の醸成 ⑥相談しやすい環境・体制づくり

《いじめ防止共通実践事項》
①生徒会活動の充実 ②全職員の共通理解、共通実践
③いじめの未然防止、早期発見、早期対応 ④家庭・地域との連携

月 信頼関係、仲間意識の醸成 未然防止、早期発見、早期対応 評価、反省、対策

４ 入学式（視点１） いじめ不登校対策委員会

家庭訪問、教育相談（視点４） 職員会議（視点３）
ＰＴＡ総会（紙面）、授業参観、
学年・学級懇談（視点４）

５ 体育大会（視点１、４） 校内研修（視点３）
アンケート調査（視点２、３）

６ 生徒総会（視点１） アンケート調査（視点２、３）
郡市中体連大会（視点１、２） 心のきずなを深める月間

７ 学年ＰＴＡ（視点４） アンケート調査（視点２、３）
教育相談（視点２）
「命を大切にする心」を育む週間

８ 校内研修（視点３）

秋季中体連陸上大会 （視点１） アンケート調査（視点２、３）
９ 修学旅行（視点１）

10 集団宿泊教室（視点１、視点２） アンケート調査（視点２、３）
職場体験学習（視点４）
郡市中体連駅伝大会（視点１）

11 人権集会（視点１） アンケート調査（視点２、３）
二中祭（視点１、２、４） 教育相談（視点２）

12 合唱コンクール（視点１、２） アンケート調査（視点２、３）
（心のアンケート）

１ 私立高校推薦・専願入試（視点１） 校内研修（視点３）
生徒会立会演説会（視点１） 教育相談（視点２）

アンケート調査（視点２、３）

２ 立志式（視点１、４） アンケート調査（視点２、３）
公立高校前期選抜（視点１）

３ 公立高校後期選抜（視点１）
卒業式（視点１、４）
リーダー研修（視点１、２）

視点１ 児童生徒同士のつながり（子供と子供） キーワード「人間関係」

視点２ 教職員と児童生徒とのつながり（先生と子供） キーワード「信頼関係」

視点３ 組織体としての教職員同士のつながり（先生と先生） キーワード「一致団結」

視点４ 学校と家庭、地域、関係機関とのつながり キーワード「連携・協働」


